
規 則 番 号 規     則     名 

規則第７０号 さいたま市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

【平成３０年７月１９日公布 所管課：福祉総務課】

規則第７１号 さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

【平成３０年７月１９日公布 所管課：生活福祉課】

規則第７２号 さいたま市コミュニティ施設条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年７月１９日公布 所管課：コミュニティ推進課】

規則第７３号 さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

【平成３０年８月１日公布 所管課：ＩＣＴ政策課】

規則第７４号 さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年９月１９日公布 所管課：職員課】

規則第７５号 さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する

利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年９月２１日公布 所管課：保育課】

規則第７６号 さいたま市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

【平成３０年９月２７日公布 所管課：生活福祉課】

規則第７７号 さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

【平成３０年９月２７日公布 所管課：生活福祉課】

規則第７８号 さいたま市生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

【平成３０年９月２７日公布 所管課：生活福祉課】

規則第７９号 さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行

細則の一部を改正する規則 

【平成３０年９月２７公布 所管課：生活福祉課】

規則第８０号 さいたま市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１０月４日公布 所管課：保健総務課】



規則第８１号 さいたま市医療法施行細則の一部を改正する規則 

【平成３０年１０月４日公布 所管課：保健総務課】

規則第８２号 さいたま市公舎貸与規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１０月２２日公布 所管課：職員課】

規則第８３号 さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部を改正

する規則 

【平成３０年１０月２３日公布 所管課：年金医療課】

規則第８４号 さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１０月２３日公布 所管課：国民健康保険課】

規則第８５号 さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

【平成３０年１０月２４日公布 所管課：建築行政課】



さいたま市規則第７０号 

さいたま市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

さいたま市福祉事務所長事務委任規則（平成１５年さいたま市規則第４３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（生活保護法等による委任事務） （生活保護法等による委任事務）

第２条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。

以下この条において「法」という。）第１９条第

 ４項及び第５５条の４第２項（法第５５条の５第

２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりと

する。

第２条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。

以下この条において「法」という。）第１９条第

４項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、

 次のとおりとする。

～  ［略］ ～  ［略］

 法第５５条の４の規定による就労自立給付金

の支給及び法第５５条の６の規定による就労自

立給付金の報告に関すること。

 法第５５条の４及び第５５条の５の規定によ

  る就労自立給付金の支給及び報告に関すること。

 法第５５条の５の規定による進学準備給付金

の支給及び法第５５条の６の規定による進学準

備給付金の報告に関すること。

 法第５５条の７第１項の規定による被保護者

就労支援事業の実施に関すること。

 法第５５条の６第１項の規定による被保護者

就労支援事業の実施に関すること。

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 法第７７条第１項の規定による費用の徴収に

関すること。

 ［略］  ［略］

 法第７８条の２第１項及び第２項の規定によ

る徴収金の徴収に関すること。

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（地方自治法による委任事務） （地方自治法による委任事務）

第６条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げ 第６条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げ



る事務を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５３条第１項の規定により福祉事務所長に委

任する。

る事務を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５３条第１項の規定により福祉事務所長に委

任する。

～(49) ［略］ ～(49) ［略］

(50) 生活保護法第７７条第１項及び第７８条の規
定による費用及び徴収金の徴収に関すること。

(50) 生活保護法第７８条及び第７８条の２の規定
による費用及び徴収金の徴収に関すること。

(51)～(55) ［略］ (51)～(55) ［略］

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第７１号 

さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市生活保護法施行細則（平成１３年さいたま市規則第８１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（進学準備給付金の支給の申請及び決定）

第１２条 省令第１８条の９第１項の規定による進

学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申

請書（様式第２４号）を福祉事務所長に提出する

ことにより行うものとする。

２ 福祉事務所長は、法第５５条の５第１項の規定

による進学準備給付金の支給について決定したと

きは、申請者に対して、進学準備給付金支給（不

支給）決定通知書（様式第２５号）により通知し

なければならない。

 （徴収金等支払申出書）  （徴収金等支払申出書）

第１３条 法第７８条の２第１項又は第２項の規定

による保護金品又は就労自立給付金を法第７８条

の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等

を徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第２６

号）を福祉事務所長に提出することにより行うも

のとする。

第１２条 法第７８条の２第１項又は第２項の規定

による保護金品又は就労自立給付金を法第７８条

の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等

を徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第２４

号）を福祉事務所長に提出することにより行うも

のとする。

 （審査請求書）  （審査請求書）

第１４条 法に基づく処分についての県知事に対す

る審査請求は、審査請求書（様式第２７号）によ

り行うものとする。

第１３条 法に基づく処分についての県知事に対す

る審査請求は、審査請求書（様式第２５号）によ

り行うものとする。

 （徴収職員）  （徴収職員）

第１５条 ［略］ 第１４条 ［略］

２ 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金

の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若し

くは捜索を行う場合においては、徴収職員証（様

式第２８号）を携帯し、関係人の請求があったと

２ 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金

の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若し

くは捜索を行う場合においては、徴収職員証（様

式第２６号）を携帯し、関係人の請求があったと



きは、これを提示しなければならない。 きは、これを提示しなければならない。

様式第２６号（第１３条関係） 様式第２４号（第１２条関係）

 ［略］  ［略］

様式第２７号（第１４条関係） 様式第２５号（第１３条関係）

 ［略］  ［略］

様式第２８号（第１５条関係） 様式第２６号（第１４条関係）

 ［略］  ［略］

 様式第２３号の次に次の２様式を加える。 



様式第２４号（第１２条関係） 

 年  月  日  

進学準備給付金申請書 

さいたま市  福祉事務所長 

         申請者        住所又は居所 

（大学等に進学する者） 

氏名                 

進学準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

１ 世帯主の氏名             

２ 大学等に進学する者の生年月日       年   月   日 

３ 進学先 

   学校名                          

４ 進学後の居住先（該当する□にチェックを入れてください。）

□ 大学等進学前の住宅と同じ 

□ 転居により大学等進学前と異なる住居に居住（居住（予定）地を記載してください。） 

居住（予定）地                         

５ 関係書類 

 入学手続に着手していることが確認できる書類として、以下のいずれか 

  ・入学金を納付したことを証明する書類の写し 

  ・入学金延納（進学後に納付すること）を申請した書類の写し 

  ・入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や進学先が発行する入学手続

が完了したことを証明する書類等の写し 

 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し 

 その他支給決定にあたり必要な書類 

※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格通知書や賃貸借契約時の 

見積書の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでにこれらの書類を提出してください。

６ 進学準備給付金振込先（大学等に進学する者の口座に限ります。） 

  金融機関名           銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合 

（該当する金融機関の種類に○をしてください。） 

  本 支 店 名 本店 ・           支店（ゆうちょ銀行を除く。）

  店   番         支店（ゆうちょ銀行のみ記載）

  預 金 種 類 □ 普通預金  □ 当座預金 

（該当する□にチェックを入れてください。） 

  口 座 番 号                      （右につめてご記載ください。） 

  口座名
（ カ  

義人
 ナ ）

※ 上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写しなどの書類を添付してください。 



様式第２５号（第１２条関係） 

第     号  

年  月  日  

         様 

さいたま市   福祉事務所長  印   

進学準備給付金支給（不支給）決定通知書 

年  月  日付けで申請された生活保護法による進学準備給付金を、次のとお

り決定しましたので通知します。 

１ 支給の可否 

 □ 支給 

 □ 不支給 

２ 進学準備給付金を支給する場合、支給額、支給日及び支給方法 

支給額                     円 

支給日               年  月  日 

支給方法 

３ 不支給の場合、その理由 

４ この決定通知が申請書受理後１４日を経過した場合、その理由 

（備考） 

進学準備給付金は、所得税や個人住民税は課されず、国税や地方税の滞納処分による差押えは禁止さ

れています。 

（教示） 
１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、 
 埼玉県知事に対し審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起
算して３箇月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をする
ことができなくなります。）。 

２ １の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日
の翌日から起算して６箇月以内に、さいたま市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長と
なります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決があったことを知った
日の翌日から起算して６箇月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると
決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までのいずれか
に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができ
ます。①審査請求をした日（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２３条の規定により不備
を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日）の翌日から起算して５０日
（５０日以内に行政不服審査法第４３条第３項の規定により通知を受けた場合は７０日）を経過して
も裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第７２号 

さいたま市コミュニティ施設条例施行規則の一部を改正する規則

さいたま市コミュニティ施設条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１６３号

）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 

４ 七里コミュニティセンター ４ 七里コミュニティセンター 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］

そ

の

他

囲碁 １式 １００円

将棋 １式 １００円

陶芸用電気ろくろ １台 ５１０円

陶芸用電気窯 素焼

き１

回

３，０８０

円

本焼

き１

回

４，６２０

円

 ［略］

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］

そ

の

他

囲碁 １式 １００円

将棋 １式 １００円

陶芸用電気窯 素焼

き１

回

３，０８０

円

本焼

き１

回

４，６２０

円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

５～１０ ［略］ ５～１０ ［略］ 

１１ 下落合コミュニティセンター １１ 下落合コミュニティセンター 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

音

響

・

映

像

設

備

・ 

音響装置 １式 ５６０円

データプロジェク

ター 

１式 ５６０円

オーバーヘッドプ

ロジェクター 

１式 ５６０円

書画カメラ １台 ５２０円

講演台 １式 ２００円花台

つき 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

音

響

・

映

像

設

備

・ 

音響装置 １式 ５６０円  

データプロジェク

ター 

１式 ５６０円

オーバーヘッドプ

ロジェクター 

１式 ５６０円

講演台 １式 ２００円花台

つき 



そ

の

他

司会者台 １台 １００円

囲碁 １式 １００円

将棋 １式 １００円

可動式展示パネル １式 １，０８０

円

持込電気器具 

（１台につき） 

１キ

ロワ

ット

４０円１キ

ロワ

ット

未満

の端 

数は、

切り

上げ

る。 

そ

の

他

司会者台 １台 １００円  

囲碁 １式 １００円

将棋 １式 １００円

可動式展示パネル １式 １，０８０

円

持込電気器具 

（１台につき） 

１キ

ロワ

ット

４０円１キ

ロワ

ット

未満

の端 

数は、

切り

上げ

る。 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

１２ ［略］ １２ ［略］ 

１３ コミュニティセンターいわつき １３ コミュニティセンターいわつき 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］ 

照

明

・

音

響

・

映

像 

スポットライト １式 ２００円  

音響装置 １式 ５２０円

拡声装置 １式 １００円

電子ピアノ １台 ５２０円

１６ミリ映写機 １回 １，０８０

円

研修

室の

み 

ビデオデッキ １台 ２００円  

データプロジェク

ター 

１式 ５６０円

オーバーヘッドプ

ロジェクター 

１式 ５２０円

スライドプロジェ

クター 

１台 ５２０円

書画カメラ １台 ５２０円

 ［略］ 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］ 

照

明

・

音

響

・

映

像 

スポットライト １式 ２００円

音響装置 １式 ５２０円

拡声装置 １式 １００円

１６ミリ映写機 １回 １，０８０

円

研修

室の

み 

ビデオデッキ １台 ２００円

データプロジェク

ター 

１式 ５６０円

オーバーヘッドプ

ロジェクター 

１式 ５２０円

スライドプロジェ

クター 

１台 ５２０円

書画カメラ １台 ５２０円

 ［略］ 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

１４～２３ ［略］ １４～２３ ［略］ 

附 則

 この規則は、平成３０年８月１日から施行する。



さいたま市規則第７３号 

さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第１

１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第３６条 条例別表第２第３４項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第３６条 条例別表第２第３４項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 児童福祉法第２４条第３項の調整又は要請に

関する事務 保育を必要とする児童の扶養義務

者に係る個人市民税賦課徴収情報 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 地方税法第１５条の５第１項の規定による職

権による換価の猶予又は同法第１５条の６第１

項の規定による申請による換価の猶予に関する

事務 第２号に掲げる情報 

 地方税法第１５条の５第１項の規定による職

権による換価の猶予又は同法第１５条の６第１

項の規定による申請による換価の猶予に関する

事務 第１号に掲げる情報 

 地方税法第１５条の７の規定による滞納処分

の執行の停止に関する事務 第２号に掲げる情

報 

 地方税法第１５条の７の規定による滞納処分

の執行の停止に関する事務 第１号に掲げる情

報 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第７４号 

   さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

 さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（平成１３年さいたま市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（災害の報告） （災害の報告） 

第４条 実施機関は、その所管に属する職員につい

て、公務又は通勤により生じたと認められる死傷

病が発生した場合は、その指定する者に、速やか

に報告をさせなければならない。負傷し、若しく

は疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族（

以下「被災職員等」という。）からその災害が公

務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、

同様とする。 

第４条 実施機関は、その所管に属する職員につい

て、公務又は通勤により生じたと認められる死傷

病が発生した場合は、その指定する者に、速やか

に報告をさせなければならない。 

（認定及び通知） （認定及び通知） 

第５条 実施機関は、前条の規定による報告を受け

たときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が

公務又は通勤により生じたものであるかどうかを

認定し、公務により生じたものであると認定した

とき又は通勤により生じたものであると認定した

ときは、書面により、補償を受けるべき者に速や

かに条例第４条第２項の規定による通知をしなけ

ればならない。 

第５条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、

認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通

勤により生じたものであるかどうかを認定し、公

務により生じたものであると認定したとき又は通

勤により生じたものであると認定したときは、書

面により、補償を受けるべき者に速やかに条例第

４条第２項の規定による通知をしなければならな

い。 

２ 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害

が公務により生じたもの又は通勤により生じたも

ののいずれでもないと認定したときは、次に掲げ

る事項を記載した書面により、被災職員等にその

旨を通知しなければならない。 

 実施機関の長の職氏名 

 被災職員の氏名 

 傷病名 

 災害発生年月日 

 公務上の災害又は通勤による災害でないと認



定した理由 

（審査の申立ての教示） 

第２９条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく

補償に関する通知をするときは、第２５条に定め

るところにより審査の申立てをすることができる

旨を教示するものとする。 

第３０条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

第３１条 ［略］ 第３０条 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第７５号 

   さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額

を定める条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定

める条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第７０号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考

  １ ［略］   １ ［略］

  ２ 支給認定保護者等の市町村民税の所得割額

は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２

６年内閣府令第４４号）第２２条の２、第２

４条、第２６条の２及び第２８条の規定の例

により算定するものとする。

  ２ 支給認定保護者等が次に掲げる要件を満た

す場合において、この表における前年度市町

村民税の所得割額は、当該支給認定保護者等

を地方税法第２９２条第１項第１１号に規定

する寡婦とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで母となった女子であること。

 婚姻をしたことがないこと。

 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

  ３ 支給認定保護者等が前項第２号及び第３号

に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満たす

場合において、この表における前年度市町村

民税の所得割額は、当該支給認定保護者等を

地方税法第２９２条第１項第１２号に規定す

る寡夫とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで父となった男子であること。

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ



の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいう。以下同じ。）が５００万円以下で

あること。

  ３ ［略］   ４ ［略］

  ４ ［略］   ５ ［略］

  ５ ［略］   ６ ［略］

  ６ この表及び前２項の規定にかかわらず、子

どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、

   第３階層に認定された場合の当該子ども（第

４項第２号及び前項第２号に掲げる子どもを

   除く。）に係る利用者負担額は、０円とする。

  ７ この表及び前２項の規定にかかわらず、子

どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、

   第３階層に認定された場合の当該子ども（第

５項第２号及び前項第２号に掲げる子どもを

   除く。）に係る利用者負担額は、０円とする。

    ・  ［略］     ・  ［略］

  ７ 第４項及び第５項の規定により算定された

利用者負担額に１０円未満の端数があるとき

の利用者負担額は、第４項及び第５項の規定

にかかわらず、当該端数を切り捨てた額とす

る。

  ８ 第５項及び第６項の規定により算定された

利用者負担額に１０円未満の端数があるとき

の利用者負担額は、第５項及び第６項の規定

にかかわらず、当該端数を切り捨てた額とす

る。

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考

  １ ［略］   １ ［略］

  ２ 支給認定保護者等の市町村民税の所得割額

は、子ども・子育て支援法施行規則第２２条

の２、第２４条、第２６条の２及び第２８条

の規定の例により算定するものとする。

  ２ 支給認定保護者等が次に掲げる要件を満た

す場合において、この表における前年度市町

村民税の額は、当該支給認定保護者等を地方

税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡

婦とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで母となった女子であること。

 婚姻をしたことがないこと。

 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

  ３ 支給認定保護者等が前項第２号及び第３号

に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満たす

場合において、この表における前年度市町村

民税の額は、当該支給認定保護者等を地方税

法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫

とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで父となった男子であること。



 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額が５００万円以下で

あること。

  ３ ［略］   ４ ［略］

  ４ ［略］   ５ ［略］

  ５ ［略］   ６ ［略］

  ６ ［略］   ７ ［略］

  ７ ［略］   ８ ［略］

  ８ ［略］   ９ ［略］

  ９ この表及び第５項から前項までの規定にか

かわらず、子どもの属する世帯が第５項に該

当する世帯の場合の前項第１号ア又はイに掲

げる子どもに係る利用者負担額は、０円とす

る。

  １０ この表及び第６項から前項までの規定に

かかわらず、子どもの属する世帯が第６項に

該当する世帯の場合の前項第１号ア又はイに

掲げる子どもに係る利用者負担額は、０円と

する。

  １０ 第５項から第８項までの規定により算定

された利用者負担額に１０円未満の端数があ

るときの利用者負担額は、第５項から第８項

までの規定にかかわらず、当該端数を切り捨

てた額とする。

  １１ 第６項から第９項までの規定により算定

された利用者負担額に１０円未満の端数があ

るときの利用者負担額は、第６項から第９項

までの規定にかかわらず、当該端数を切り捨

てた額とする。

附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市特定教育

・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定める条例施行規則の

規定は、平成３０年９月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

に関する利用者負担額を定める条例施行規則別表第１備考及び別表第２備考の規定

は、平成３０年９月１日以後に行われる子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育、同法第２８条第１項第２号に

規定する特別利用保育、同項第３号に規定する特別利用教育、同法第２９条第１項

に規定する特定地域型保育、同法第３０条第１項第２号に規定する特別利用地域型

保育、同項第３号に規定する特定利用地域型保育及び同項第４号に規定する特例保

育（以下この項において「特定教育・保育等」という。）について適用し、同日前 

 に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第７６号 

さいたま市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

さいたま市福祉事務所長事務委任規則（平成１５年さいたま市規則第４３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（地方自治法による委任事務） （地方自治法による委任事務）

第６条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げ

る事務を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５３条第１項の規定により福祉事務所長に委

任する。

第６条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げ

る事務を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５３条第１項の規定により福祉事務所長に委

任する。

～(49) ［略］ ～(49) ［略］

(50) 生活保護法第７７条第１項、第７７条の２及

び第７８条の規定による費用及び徴収金の徴収

に関すること。

(50) 生活保護法第７７条第１項及び第７８条の規

定による費用及び徴収金の徴収に関すること。

(51) 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１

０５号）第５条第１項の規定による生活困窮者

自立相談支援事業の実施に関すること。

(51) 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１

０５号）第４条第１項の規定による生活困窮者

自立相談支援事業の実施に関すること。

(52) 生活困窮者自立支援法第６条第１項の規定に

よる生活困窮者住居確保給付金の支給に関する

こと。

(52) 生活困窮者自立支援法第５条第１項の規定に

よる生活困窮者住居確保給付金の支給に関する

こと。

(53) 生活困窮者自立支援法第１８条第１項の規定

による不正利得の徴収に関すること。

(53) 生活困窮者自立支援法第１２条第１項の規定

による不正利得の徴収に関すること。

(54) 生活困窮者自立支援法第２１条第１項の規定

による報告並びに物件の提出及び提示の命令並

びに質問に関すること。

(54) 生活困窮者自立支援法第１５条第１項の規定

による報告並びに物件の提出及び提示の命令並

びに質問に関すること。

(55) 生活困窮者自立支援法第２２条第１項及び第

２項の規定による文書の閲覧及び資料の提供並

びに報告の求め（生活困窮者住居確保給付金に

係るものに限る。）に関すること。

(55) 生活困窮者自立支援法第１６条第１項及び第

２項の規定による文書の閲覧及び資料の提供並

びに報告の求め（生活困窮者住居確保給付金に

係るものに限る。）に関すること。

附 則 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第７７号 

さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市生活保護法施行細則（平成１３年さいたま市規則第８１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （徴収金等支払申出書）  （徴収金等支払申出書）

第１３条 法第７８条の２第１項又は第２項の規定

による保護金品又は就労自立給付金を法第７７条

の２第１項の規定による徴収金の納入に充てる旨

の申出は、生活保護法第７８条の２の規定による

保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書（

生活保護法第７７条の２第１項に基づく徴収金の

場合）（様式第２６号）を福祉事務所長に提出す

ることにより行うものとする。

第１３条 法第７８条の２第１項又は第２項の規定

による保護金品又は就労自立給付金を法第７８条

の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等

を徴収金の納入に充てる旨の申出書（様式第２６

号）を福祉事務所長に提出することにより行うも

のとする。

２ 法第７８条の２第１項又は第２項の規定による

保護金品又は就労自立給付金を法第７８条第１項

の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等

を徴収金の納入に充てる旨の申出書（生活保護法

第７８条第１項に基づく徴収金の場合）（様式第

２７号）を福祉事務所長に提出することにより行

うものとする。

 （審査請求書）  （審査請求書）

第１４条 法に基づく処分についての県知事に対す

る審査請求は、審査請求書（様式第２８号）によ

り行うものとする。

第１４条 法に基づく処分についての県知事に対す

る審査請求は、審査請求書（様式第２７号）によ

り行うものとする。

 （徴収職員）  （徴収職員）

第１５条 市長は、法第７７条の２及び第７８条の

規定による徴収金（国税徴収の例により徴収する

ものに限る。）の滞納処分に関する職務を当該徴

収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指

定する者に対して委任する。

第１５条 市長は、法第７８条の規定による徴収金

（国税徴収の例により徴収するものに限る。）の

滞納処分に関する職務を当該徴収金の徴収に関す

る事務に従事する職員のうち指定する者に対して

委任する。

２ 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金

の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若し

２ 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金

の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若し



くは捜索を行う場合においては、徴収職員証（様

式第２９号）を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。

くは捜索を行う場合においては、徴収職員証（様

式第２８号）を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。

様式第２７号（第１３条関係） 様式第２６号（第１３条関係）

 生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等

を徴収金の納入に充てる旨の申出書

（生活保護法第７８条第１項に基づく徴収金の場

合）

 生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等

を徴収金の納入に充てる旨の申出書

私は、不実の申告など不正な手段により保護を受

けた場合は、生活保護法第７８条の２に基づき、交

付される保護金品等（保護費（金銭給付されるもの

に限る。）及び就労自立給付金をいう。以下同じ。

）の額から、生活保護法第７８条第１項に基づく徴

収金のうち貴福祉事務所と協議し定める額について、

当該保護金品等の交付期日をもって支払に充てる旨

を次の内容について確認した上で、申し出ます。

私は、不実の申告など不正な手段により保護を受

けた場合は、生活保護法第７８条の２に基づき、交

付される保護金品等（保護費（金銭給付されるもの

に限る。）及び就労自立給付金をいう。以下同じ。

）の額から、生活保護法第７８条に基づく徴収金の

うち貴福祉事務所と協議し定める額について、当該

保護金品等の交付期日をもって支払に充てる旨を次

の内容について確認した上で、申し出ます。

 ［略］  ［略］

  年  月  日

住所又は居所

氏名        ○印

さいたま市  福祉事務所長

  年  月  日

住所        

氏名        ○印

さいたま市  福祉事務所長

  年  月  日

私は、本申出に基づき、    年  月分から

の保護金品等から毎月     円を    年 

  月  日付け費用徴収決定通知による法第７８

条第１項の規定に基づく徴収金の支払に充てるもの

とします。

  年  月  日

私は、本申出に基づき、    年  月分から

の保護金品等から毎月     円を    年 

  月  日付け費用徴収決定通知による法第７８

条の規定に基づく徴収金の支払に充てるものとしま

す。

様式第２８号（第１４条関係） 様式第２７号（第１４条関係）

 ［略］  ［略］

様式第２９号（第１５条関係） 様式第２８号（第１５条関係）

（表） （表）

［略］ ［略］

（裏） （裏）

１ 本証は、生活保護法第７７条の２第２項

（同法第７８条第４項において準用する場

合を含む。）の規定による滞納処分又は滞

納処分のための質問、検査若しくは捜索に

関する事務を行う場合には、必ず携帯しな

ければならない。

２～４ ［略］

１ 本証は、生活保護法第７８条第４項の規

 定による滞納処分又は滞納処分のための質

 問、検査又は捜索に関する事務を行う場合

 には、必ず携帯しなければならない。

２～４ ［略］

 様式第２５号の次に次の１様式を加える。  



様式第２６号（第１３条関係） 

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等を 

徴収金の納入に充てる旨の申出書 

（生活保護法第７７条の２第１項に基づく徴収金の場合） 

私は、      年  月分からの保護金品等（保護費（金銭給付されるも

のに限る。）及び就労自立給付金をいう。以下同じ。）より、毎月     円

を      年  月  日付け費用徴収決定通知による生活保護法第７７条

の２第１項の規定に基づく徴収金の支払に充てることを申し出ます。 

なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づ

き、徴収金を全て納付するまで保護金品等から支払に充てるものとします。 

      年   月   日 

住所又は居所                 

氏名                ○印

さいたま市  福祉事務所長 



附 則 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第７８号 

さいたま市生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市生活困窮者自立支援法施行細則（平成２７年さいたま市規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （生活困窮者就労訓練事業の認定の取消し）  （生活困窮者就労訓練事業の認定の取消し） 

第７条 市長は、法第１６条第３項の規定により同

条第１項の認定を取り消したときは、生活困窮者

就労訓練事業認定取消通知書（様式第９号）によ

り取消しに係る認定生活困窮者就労訓練事業を行

う者に通知するものとする。 

第７条 市長は、法第１０条第３項の規定により同

条第１項の認定を取り消したときは、生活困窮者

就労訓練事業認定取消通知書（様式第９号）によ

り取消しに係る認定生活困窮者就労訓練事業を行

う者に通知するものとする。 

様式第３号（第３条関係） 

（表） 

様式第３号（第３条関係） 

（表） 

生活困窮者住居確保給付金申請書（期間（再

）延長） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 私の個人情報が、住居確保給付金の支給並

びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の

融資を行うために必要となる範囲で、生活困

窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労

働省令第１６号）第４条第２号に規定する都

道府県等、公共職業安定所、社会福祉協議会

及び自立相談支援機関の間で相互利用される

ことについて了承します。 

 ［略］ 

生活困窮者住居確保給付金申請書（期間（再

）延長） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 私の個人情報が、住居確保給付金の支給並

びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の

融資を行うために必要となる範囲で、生活困

窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労

働省令第１６号）第４条第２項に規定する都

道府県等、公共職業安定所、社会福祉協議会

及び自立相談支援機関の間で相互利用される

ことについて了承します。 

 ［略］ 

（裏） （裏） 

 （注意事項）  （注意事項） 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 支給に関して必要な範囲で、生活困窮者自立支

援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」と

いう。）第２１条に基づき、報告等を求めること

があります。 

３ 支給に関して必要な範囲で、生活困窮者自立支

援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」と

いう。）第１５条に基づき、報告等を求めること

があります。 

４ 支給決定に必要な範囲で、法第２２条第１項に

基づき、都道府県等から資産又は収入の状況につ

４ 支給決定に必要な範囲で、法第１６条第１項に

基づき、都道府県等から資産又は収入の状況につ



き、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料

の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関

若しくは離職した事業主その他関係者に対し報告

を求めることがあります。 

き、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料

の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関

若しくは離職した事業主その他関係者に対し報告

を求めることがあります。 

５ 支給決定に必要な範囲で、法第２２条第２項に

基づき、申請者の居住する賃貸住宅の家主等に対

し入居状況について報告を求めることがあります。

５ 支給決定に必要な範囲で、法第１６条第２項に

基づき、申請者の居住する賃貸住宅の家主等に対

し入居状況について報告を求めることがあります。

６・７ ［略］ ６・７ ［略］ 

 （添付書類）  （添付書類） 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

様式第５号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係） 

 ［略］  ［略］ 

生活困窮者就労訓練事業認定通知書 生活困窮者就労訓練事業認定通知書 

    年  月  日付けで申請のあった生活困

窮者就労訓練事業の認定の申請について、生活困窮

者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第１６

条第２項の規定に基づき、次のとおり認定したので、

通知します。 

    年  月  日付けで申請のあった生活困

窮者就労訓練事業の認定の申請について、生活困窮

者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第１０

条第２項の規定に基づき、次のとおり認定したので、

通知します。 

 ［略］  ［略］ 

 （備考） ［略］  （備考） ［略］ 

様式第６号（第４条関係） 様式第６号（第４条関係） 

 ［略］  ［略］ 

生活困窮者就労訓練事業不認定通知書 生活困窮者就労訓練事業不認定通知書 

    年  月  日付けで申請のあった生活困

窮者就労訓練事業の認定の申請について、生活困窮

者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第１６

条第２項の規定に基づく認定を行わないこととしま

したので通知します。 

    年  月  日付けで申請のあった生活困

窮者就労訓練事業の認定の申請について、生活困窮

者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第１０

条第２項の規定に基づく認定を行わないこととしま

したので通知します。 

 ［略］  ［略］ 

様式第９号（第７条関係） 様式第９号（第７条関係） 

 ［略］  ［略］ 

生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書 生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書 

    年  月  日付けで行った生活困窮者就

労訓練事業に係る認定について、生活困窮者自立支

援法（平成２５年法律第１０５号）第１６条第３項

の規定により、次のとおり取り消したので通知しま

す。 

    年  月  日付けで行った生活困窮者就

労訓練事業に係る認定について、生活困窮者自立支

援法（平成２５年法律第１０５号）第１０条第３項

の規定により、次のとおり取り消したので通知しま

す。 

 ［略］  ［略］ 

附 則 

 この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第７９号 

さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則（平成２０年さいたま市規則第５

７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（徴収金等支払申出書） （徴収金等支払申出書）

第１０条 その例によるものとされた生活保護法第

７８条の２第１項の規定による支援給付金品をそ

の例によるものとされた生活保護法第７７条の２

第１項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申

出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ

の例によるものとされた生活保護法第７８条の２

の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充て

る旨の申出書（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法第７

７条の２第１項に基づく徴収金の場合）（様式第

２２号）を福祉事務所長に提出することにより行

うものとする。

第１０条 その例によるものとされた生活保護法第

７８条の２第１項の規定による支援給付金品をそ

の例によるものとされた同法第７８条の規定によ

る徴収金の納入に充てる旨の申出は、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律第１４条第４項においてその例によるものと

された生活保護法第７８条の２の規定による支援

給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書（様

式第２２号）を福祉事務所長に提出することによ

り行うものとする。

２ その例によるものとされた生活保護法第７８条

の２第１項の規定による支援給付金品をその例に

よるものとされた生活保護法第７８条第１項の規

定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律第１４条第４項においてその例による

ものとされた生活保護法第７８条の２の規定によ

る支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出

書（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立



の支援に関する法律第１４条第４項においてその

例によるものとされた生活保護法第７８条第１項

に基づく徴収金の場合）（様式第２３号）を福祉

事務所長に提出することにより行うものとする。

 （配偶者支援金の支給の決定）  （配偶者支援金の支給の決定）

第１１条 福祉事務所長は、その例によるものとさ

れた生活保護法第２４条から第２６条までの規定

による配偶者支援金の支給の開始、却下、変更、

停止又は廃止の決定をしたときは、申請者又は法

第２条第３項に規定する特定配偶者に対して、配

偶者支援金決定（変更）通知書（様式第２４号）

により通知しなければならない。

第１１条 福祉事務所長は、その例によるものとさ

れた生活保護法第２４条から第２６条までの規定

による配偶者支援金の支給の開始、却下、変更、

停止又は廃止の決定をしたときは、申請者又は法

第２条第３項に規定する特定配偶者に対して、配

偶者支援金決定（変更）通知書（様式第２３号）

により通知しなければならない。

 （審査請求書）  （審査請求書）

第１２条 法及びその例によるものとされた生活保

護法に基づく処分についての埼玉県知事に対する

審査請求は、審査請求書（様式第２５号）により

行うものとする。

第１２条 法及びその例によるものとされた生活保

護法に基づく処分についての埼玉県知事に対する

審査請求は、審査請求書（様式第２４号）により

行うものとする。

 （徴収職員）  （徴収職員）

第１３条 市長は、その例によるものとされた生活

保護法第７７条の２及び第７８条の規定による徴

収金（国税徴収の例により徴収するものに限る。）

の滞納処分に関する職務を当該徴収金の徴収に関

する事務に従事する職員のうち指定する者に対し

て委任する。

第１３条 市長は、その例によるものとされた生活

保護法第７８条の規定による徴収金（国税徴収の

例により徴収するものに限る。）の滞納処分に関

する職務を当該徴収金の徴収に関する事務に従事

する職員のうち指定する者に対して委任する。

２ 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金

の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若し

くは捜索を行う場合においては、徴収職員証（様

式第２６号）を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。

２ 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金

の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若し

くは捜索を行う場合においては、徴収職員証（様

式第２５号）を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。

様式第２３号（第１０条関係） 様式第２２号（第１０条関係）

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第１４条第４項においてそ

の例によるものとされた生活保護法第７８条の

２の規定による支援給付金品を徴収金の納入に

充てる旨の申出書

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第１４条第４項において

その例によるものとされた生活保護法第７８条

第１項に基づく徴収金の場合）

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第１４条第４項においてそ

の例によるものとされた生活保護法第７８条の

２の規定による支援給付金品を徴収金の納入に

充てる旨の申出書

私は、不実の申告など不正な手段により支援給付

の支給を受けた場合は、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「法」と

私は、不実の申告など不正な手段により支援給付

の支給を受けた場合は、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「法」と



いう。）第１４条第４項においてその例によるもの

とされた生活保護法第７８条の２に基づき、交付さ

れる支援給付金品（支援給付費（金銭給付されるも

のに限る。）をいう。以下同じ。）の額から、法第

１４条第４項においてその例によるものとされた生

活保護法第７８条第１項に基づく徴収金のうち貴支

援給付の実施機関と協議し定める額について、当該

支援給付金品の交付期日をもって支払に充てる旨を

次の内容について確認した上で、申し出ます。

いう。）第１４条第４項においてその例によるもの

とされた生活保護法第７８条の２に基づき、交付さ

れる支援給付金品（支援給付費（金銭給付されるも

のに限る。）をいう。以下同じ。）の額から、法第

１４条第４項においてその例によるものとされた生

活保護法第７８条に基づく徴収金のうち貴支援給付

の実施機関と協議し定める額について、当該支援給

付金品の交付期日をもって支払に充てる旨を次の内

容について確認した上で、申し出ます。

 ［略］  ［略］

  年  月  日

住所又は居所

氏名        ○印

さいたま市  福祉事務所長

  年  月  日

住所        

氏名        ○印

さいたま市  福祉事務所長

  年  月  日

私は、本申出に基づき、    年  月分から

の支援給付金品から毎月     円を    年

  月  日付け費用徴収決定通知による法第１４

条第４項においてその例によるものとされた生活保

護法第７８条第１項の規定に基づく徴収金の支払に

充てるものとします。

  年  月  日

私は、本申出に基づき、    年  月分から

の支援給付金品から毎月     円を    年

  月  日付け費用徴収決定通知による法第１４

条第４項においてその例によるものとされた生活保

護法第７８条の規定に基づく徴収金の支払に充てる

ものとします。

様式第２４号（第１１条関係） 様式第２３号（第１１条関係）

 ［略］  ［略］

様式第２５号（第１２条関係） 様式第２４号（第１２条関係）

 ［略］  ［略］

様式第２６号（第１３条関係） 様式第２５号（第１３条関係）

（表） （表）

［略］ ［略］

（裏） （裏）

１ 本証は、中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律第

１４条第４項においてその例によるものと

された生活保護法第７７条の２第２項（同

法第７８条第４項において準用する場合を

含む。）の規定による滞納処分又は滞納処

分のための質問、検査若しくは捜索に関す

る事務を行う場合には、必ず携帯しなけれ

ばならない。

２～４ ［略］

１ 本証は、中国残留邦人等の円滑な帰国の 

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及 

び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 

１４条第４項においてその例によるものと 

された生活保護法第７８条第４項の規定に 

よる滞納処分又は滞納処分のための質問、 

検査又は捜索に関する事務を行う場合には、

必ず携帯しなければならない。

２～４ ［略］

様式第２１号の次に次の１様式を加える。 



様式第２２号（第１０条関係） 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項において

その例によるものとされた生活保護法第７８条の２の規定による支援

給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項におい

てその例によるものとされた生活保護法第７７条の２第１項に基づく

徴収金の場合） 

私は、      年  月分からの支援給付金品（支援給付費（金銭給付さ

れるものに限る。）をいう。以下同じ。）より、毎月     円を    年

   月  日付け費用徴収決定通知による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第

１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第７７条の２第１項

の規定に基づく徴収金の支払に充てることを申し出ます。 

なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づ

き、徴収金を全て納付するまで支援給付金品から支払に充てるものとします。 

      年   月   日 

住所又は居所             

氏名              ○印

さいたま市  福祉事務所長 



附 則 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第８０号 

   さいたま市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 さいたま市保健所長事務委任規則（平成１４年さいたま市規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（医療法等に関する委任事務） （医療法等に関する委任事務） 

第１２条 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以

下この条において「法」という。）、医療法施行

令（昭和２３年政令第３２６号。以下この条にお

いて「令」という。）及び医療法施行規則（昭和

２３年厚生省令第５０号。以下この条において「

省令」という。）に関する事務のうち、保健所長

に委任する事務は次のとおりとする。 

第１２条 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以

下この条において「法」という。）及び医療法施

行令（昭和２３年政令第３２６号。以下この条に

おいて「令」という。）に関する事務のうち、保

健所長に委任する事務は次のとおりとする。 

～  ［略］  ～  ［略］ 

 法第１６条ただし書の規定による病院の医師 

 の宿直の免除の許可に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 法第２４条の２第１項の規定による命令に関

すること。 

 法第２４条の２第２項の規定による業務の停

止の命令に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

(21) ［略］    ［略］ 

(22) ［略］  (21) ［略］ 

(23) ［略］  (22) ［略］ 

(24) ［略］  (23) ［略］ 

(25) ［略］  (24) ［略］ 

(26) ［略］ (25) ［略］ 

(27) ［略］  (26) ［略］ 

(28) ［略］ (27) ［略］  

(29) ［略］  (28) ［略］ 

(30) ［略］  (29) ［略］ 

(31) ［略］  (30) ［略］ 



(32) ［略］  (31) ［略］ 

(33) ［略］  (32) ［略］ 

(34) ［略］  (33) ［略］ 

(35) ［略］  (34) ［略］ 

(36) 省令第９条の１５の２の規定による確認に関

すること。 

(37) ［略］  (35) ［略］ 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第８１号 

   さいたま市医療法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市医療法施行細則（平成１４年さいたま市規則第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（申請書等の様式） （申請書等の様式） 

第２条 次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定

める様式により行うものとする。 

第２条 次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定

める様式により行うものとする。 

～  ［略］  ～  ［略］ 

 病院医師の宿直免除の申請 病院医師宿直免

除申請書（様式第１７号） 

 宿直医師配置の免除許可の申請 宿直医師配

置免除許可申請書（様式第１７号） 

～(43) ［略］   ～(43) ［略］ 

 様式第１６号及び様式第１７号を次のように改める。 



様式第１６号（第２条関係）

２箇所以上管理許可申請書

  年  月  日  

（宛先）さいたま市保健所長

開設者 住  所 

氏  名            

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号 

  他の病院、診療所又は助産所を管理したいので、医療法第１２条第２項の規定により、

次のとおり申請します。

１ 管理しようとする医師（歯科医師､助産師）

氏 名

住 所

管 理 者 の

勤 務 予 定

（曜日・時間）

現に管理している

病院（診療所､助

産所）

新たに管理させよ

うとする病院（診

療所、助産所）

２ 現に管理している病院（診療所､助産所）

名 称

開 設 の 場 所 電話番号

開 設 者 の 氏 名

診 療 科 名

患者入院（入所）定員

従 業 者 定 員

診 療 日 診療時間



３ 新たに管理させようとする病院（診療所､助産所）

名 称

開 設 の 場 所 電話番号

開 設 者 の 氏 名

診 療 科 名

患者入院（入所）定員

従 業 者 定 員

診 療 日 診療時間

４ ２箇所以上管理する理由

５ 管理する病院（診療所､助産所）相互間の距離及び移動に要する時間

管理する病院（診療所､

助産所）相互間の距離

管理する病院（診療所､助産

所）の移動に要する時間

６ 管理開始予定

年月日
  年  月  日

７ 複数の医療機関の管理が可能である要件

□ 医師が不足している地域内に開設する診療所を管理しようとする場合

□ 介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム、有料老人ホーム又は社会福祉施設に開設する診療所を管理しようとする場合

□ 事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合

□ 地域における休日又は夜間の医療法第３０条の３第１項に規定する医療提供体制の

確保のために開設される診療所を管理しようとする場合

□ 病院又は診療所を管理する医師が、医師が不足している地域に準ずる地域内に開設

する診療所を管理しようとする場合であって、保健所長が適当と認めた場合

□ その他保健所長が適当と認めた場合



様式第１７号（第２条関係） 

病院医師宿直免除申請書 

  年  月  日 

（宛先）さいたま市保健所長 

管理者 住所                 

氏名             印   

医療法施行規則第９条の１５の２の規定により、病院に医師を宿直させないことについて、次のとお

り申請します。 

病 院 の 名 称

開 設 の 場 所

電 話 番 号

診 療 科 目

病 床 数
一般 療養 精神 結核 感染症 合計 

床 床 床 床 床 床

病院に医師を宿直させない理由

医師が速や

かに診療を

行える体制

の確保状況

について 

連 絡 体 制

連 絡 を 受 け る

医 師 の 場 所

医師が適切な診

療が行える状態

の 確 保 の 有 無

有     ・     無 

（注） 



附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第８２号 

さいたま市公舎貸与規則の一部を改正する規則 

さいたま市公舎貸与規則（平成１３年さいたま市規則第２５６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

名称 所在地 使用料（月額）

仲町３丁目公舎 ［略］ ４７，００５円

名称 所在地 使用料（月額） 

仲町３丁目公舎 ［略］ ３７，８３０円 

附 則 

 この規則は、平成３０年１１月１日から施行する。 



さいたま市規則第８３号 

   さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第

１２３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （所得の額の計算方法）  （所得の額の計算方法） 

第１２条 条例第４条第１項に規定する所得の額は、

 その年の４月１日の属する年度（以下「当該年度

」という。）分の道府県民税に係る地方税法第３

２条第１項に規定する総所得金額（母子家庭高等

 職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。）、

 退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３

条の３第１項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

 第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３１条第１項に規

定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額）、地方税法附則第３５条第１項に規

定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

 第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項又は第３６条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第３２条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の

４第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額、外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５

項及び第１６条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８

条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特

第１２条 条例第４条第１項に規定する所得の額は、

 その年の４月１日の属する年度（以下「当該年度

」という。）分の道府県民税に係る地方税法第３

２条第１項に規定する総所得金額（母子家庭高等

 職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。）、

 退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３

条の３第１項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額、同法附則第３５条第１項に規定

する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の４

 第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、

 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号）第３条の２の２第４項に規定する条約適

用利子等の額、同条第６項に規定する条約適用配

当等の額並びに養育費所得の金額の１００分の８

 ０に相当する金額（１円未満の端数があるときは、

 これを四捨五入して得た額）の合計額から８万円

を控除した金額とする。 



例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号）第３条の２の２第

４項に規定する条約適用利子等の額、同条第６項

に規定する条約適用配当等の額並びに養育費所得

の金額の１００分の８０に相当する金額（１円未

満の端数があるときは、これを四捨五入して得た

額）の合計額から８万円を控除した金額とする。

２ 次の各号に掲げる者については、当該各号に定

める額を前項の規定によって計算した額からそれ

ぞれ控除するものとする。 

２ 次の各号に掲げる者については、当該各号に定

める額を前項の規定によって計算した額からそれ

ぞれ控除するものとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第

３４条第１項第８号に規定する控除を受けた者

（同法第２３条第１項第１１号イ中「夫と死別

し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない

者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定め

るもの」とあるのを「婚姻によらないで母とな

った女子であって、現に婚姻をしていないもの

」と読み替えた場合において同号イに該当する

所得割（同項第２号に規定する所得割をいう。

以下この号において同じ。）の納税義務者（同

項第１３号に規定する合計所得金額が１２５万

  円を超える者に限る。以下この号において同じ。

  ）及び同項第１２号中「妻と死別し、若しくは

妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生

死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあ

るのを「婚姻によらないで父となった男子であ

って、現に婚姻をしていないもの」と読み替え

た場合において同号に該当する所得割の納税義

  務者を含む。）（母及び父を除く。） ２７０，

  ０００円（当該控除を受けた者が同法第３４条

第３項に規定する寡婦（同法第２３条第１項第

１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚し

た後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らか

でない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで母となった女子であって、現に

婚姻をしていないもの」と読み替えた場合にお

いて同法第３４条第３項に該当する者を含む。

）である場合には、３５０，０００円） 

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第

３４条第１項第８号に規定する控除を受けた者

（母及び父を除く。） ２７０，０００円（当

該控除を受けた者が同条第３項に規定する寡婦

である場合には、３５０，０００円） 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市ひとり親

家庭等医療費支給条例施行規則第１２条の規定は、平成３０年８月１日から適用す



る。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第１

２条の規定は、平成３０年８月以後の申請に係る所得の額の計算について適用し、 

 同年７月以前の申請に係る所得の額の計算については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第８４号 

   さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第３章 ［略］  第１章～第３章 ［略］ 

第４章 保険給付（第１１条―第４４条） 第４章 保険給付（第１１条―第４２条） 

 第５章 特定健康診査及び特定保健指導（第４５

条・第４６条） 

 第５章 特定健康診査及び特定保健指導（第４３

条・第４４条） 

 附則  附則 

（限度額適用等認定の申請） （限度額適用等認定の申請） 

第１５条 省令第２６条の３第１項、第２７条の１

４の２第１項、第２７条の１４の４第１項及び第

２７条の１４の５第１項の規定により提出する申

請書は、国民健康保険（限度額適用、標準負担額

減額、限度額適用・標準負担額減額）認定申請書

（様式第１３号）によるものとする。 

第１５条 省令第２６条の３第１項、第２７条の１

４の２第１項及び第２７条の１４の４第１項の規

定により提出する申請書は、国民健康保険（限度

額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担

額減額）認定申請書（様式第１３号）によるもの

とする。 

 （国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定

証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支

給申請書） 

 （国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定

証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支

給申請書） 

第１７条の２ 省令第２７条の１４の５第６項の規

定により提出する申請書及び国民健康保険限度額

適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提

出しなかったために国民健康保険法施行令（昭和

３３年政令第３６２号）第２９条の４第１項第２

号イ若しくはロ又は第３号イ、ロ、ハ若しくはニ

に掲げる額を支払った場合における同項第２号ハ

 若しくはニ又は第３号ホを超える額の支給申請は、

 国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申

請書（様式第１５号の２）によるものとする。 

第１７条の２ 省令第２７条の１４の４第６項の規

定により提出する申請書及び国民健康保険限度額

適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提

出しなかったために国民健康保険法施行令（昭和

３３年政令第３６２号）第２９条の４第１項第２

号イ若しくはロ又は第３号イ若しくはロに掲げる

額を支払った場合における同項第２号ハ若しくは

ニ又は第３号ハを超える額の支給申請は、国民健

康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書（

様式第１５号の２）によるものとする。 

 （年間外来高額療養費支給申請書の様式） 

第３７条 省令第２７条の１７の２第１項の規定に



 より提出する年間の外来高額療養費の支給申請書

は、年間外来高額療養費等支給申請書兼自己負担

額証明書交付申請書（様式第４２号）によるもの

とする。 

（年間外来高額療養費の支給決定の通知） 

第３８条 市長は、年間の外来高額療養費の支給の

可否を決定したときは、速やかに年間外来高額療

養費支給（不支給）決定通知書（様式第４３号）

により当該申請者に通知するものとする。 

第３９条 ［略］ 

第４０条 ［略］ 

第４１条 ［略］ 

第４２条 ［略］ 

第３７条 ［略］ 

第３８条 ［略］ 

第３９条 ［略］ 

第４０条 ［略］ 

第４３条 ［略］ 第４１条 ［略］ 

第４４条 ［略］ 第４２条 ［略］ 

第４５条 ［略］ 

第４６条 ［略］ 

第４３条 ［略］ 

第４４条 ［略］ 

様式第４４号（第３９条関係） 

 ［略］ 

様式第４２号（第３７条関係） 

 ［略］ 

様式第４５号（第４０条関係） 

 ［略］ 

様式第４３号（第３８条関係） 

 ［略］ 

様式第４６号（第４１条関係） 

 ［略］ 

様式第４４号（第３９条関係） 

 ［略］ 

様式第４７号（第４２条関係） 

 ［略］ 

様式第４５号（第４０条関係） 

 ［略］ 

様式第４８号（第４３条関係） 

 ［略］ 

様式第４６号（第４１条関係） 

 ［略］ 

様式第４９号（第４４条関係） 

 ［略］ 

様式第４７号（第４２条関係） 

 ［略］ 

様式第５０号（第４５条関係） 

 ［略］ 

様式第４８号（第４３条関係） 

 ［略］ 



様式第５１号（第４５条関係） 

 ［略］ 

様式第４９号（第４３条関係） 

 ［略］ 

様式第５２号（第４６条関係） 

 ［略］ 

様式第５０号（第４４条関係） 

 ［略］ 

 様式第４１号の次に次の２様式を加える。 



様式第４３号（第３８条関係） 

年  月  日 

        様 

さいたま市長        印 

年間外来高額療養費支給（不支給）決定通知書 

 先に申請のありました年間外来高額療養費については、次のとおり決定しましたので通

知します。 

記号番号  

決定年月日   支払年月日   

支給金額   

不支給の理由  

振 込 先 口 座 

金融機関   

口座種別   

口座番号   

口座名義人   

（教示） 

 １ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算 

  して３箇月以内に埼玉県国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

  なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代

表者となります。）提起することができます。なお、６箇月以内であっても、裁決の

日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。 

 ３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提

起することができませんが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁

決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



様式第42号（第37条関係）

（保険者等記入欄）

申請年月日 　　　　　年　　　月　　　日

殿 郵便番号
住所

① 外来年間合算の支給を申請します。
② 自己負担額証明書の交付を申請します。
※自己負担額証明書の交付申請を行う場合、①・②のいずれも丸で囲んでください。 申請者氏名 印
　外来年間合算の支給申請のみを行う場合、①のみを丸で囲んでください。 電話番号

年度　 計算期間の始期及び終期

フリガナ

申請者氏名

申請対象年度 　　年　　　月　　　日　から　　　　　年　　　月　　　日　まで

生年月日 性別　　　　年　　　　月　　　　日　生

加　　入　　期　　間 　　　　年　　　月　　　日　から　　　　年　　　月　　　日　まで

支給方法

１．窓口払い
２．口座振込

振込口座
記 入 欄

銀　　行
信用金庫
信用組合

記号・番号 個人番号

金融機関コード
本　店
支　店
出張所

枚目枚中

1

2

3

保
険
者
加
入
歴

　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで

　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで

　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで

加入期間保険者名 添付の自己負担額証明書整理番号

計算期間の末日において加入する医療保険者の名称

店舗コード

フリガナ 保険者名 加入期間

１．普通預金
２．当座預金
９．そ の 他

種目 口座番号 フリガナ

口座名義人

添付の自己負担額証明書整理番号

世帯員氏名
保
険
者
加
入
歴

1
　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで

生年月日 　　　　年　　　　月　　　　日　生

記号・番号 個人番号

性別

2
　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで

加　　入　　期　　間 　　　　年　　　月　　　日　から　　　　年　　　月　　　日　まで

フリガナ 保険者名

3
　　　年　 　月　 　日　から

　　　年　 　月　 　日　まで

添付の自己負担額証明書整理番号

世帯員氏名
保
険
者
加
入
歴

1
　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで

記号・番号 個人番号

加入期間

支給申請書整理番号

国民健康保険　高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

　　　年　 　月　 　日　から

　　　年　 　月　 　日　まで加　　入　　期　　間 　　　　年　　　月　　　日　から　　　　年　　　月　　　日　まで

備考

生年月日 　　　　年　　　　月　　　　日　生 性別
3

2
　　　年　 　月　 　日　から
　　　年　 　月　 　日　まで



 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険条例施

行規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することがで

きる。 



さいたま市規則第８５号 

さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則（平成１３年さいたま市規則

第２１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （指定を受けた私道の変更又は廃止の特例） （指定を受けた私道の変更又は廃止の特例） 

第１３条の２ 次に掲げる事業又は行為の区域内の

私道であって、当該事業又は行為の工事が着手さ

れた部分に存する指定を受けた私道の変更又は廃

止については、法第４３条第１項の規定及び同条

第３項の規定に基づく条例の規定に抵触する敷地

を生じる場合を除き、当該工事の着手をもって当

該私道の全部又は一部について前条第１項による

申請がなされたものとみなすことができる。 

第１３条の２ 次に掲げる事業又は行為の区域内の

私道であって、当該事業又は行為の工事が着手さ

れた部分に存する指定を受けた私道の変更又は廃

止については、法第４３条第１項の規定に抵触す

る敷地を生じる場合を除き、当該工事の着手をも

って当該私道の全部又は一部について前条第１項

による申請がなされたものとみなすことができる。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （申請書等の提出）  （申請書等の提出） 

第２８条 法、令、省令及びこの規則の規定により、

 市長に提出する申請書、届出書又は報告書（以下

「申請書等」という。）は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める課に提出するものと

する。 

第２８条 法、令、省令及びこの規則の規定により、

 市長に提出する申請書、届出書又は報告書（以下

「申請書等」という。）は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める課に提出するものと

する。 

 法第７条の６第１項第１号（法第８７条の２

又は第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。）及び法第１８条第２４項

第１号（法第８７条の２又は第８８条第１項若

しくは第２項において準用する場合を含む。）

の規定による仮使用の認定、法第４２条第１項

第５号に規定する道路の位置の指定、指定を受

けた私道の変更及び廃止、法第４３条第２項第

１号に規定する認定、同項第２号に規定する許

可、法第８５条第５項及び第６項に規定する仮

設興行場等の許可並びに第２６条の２第２項に

規定する写しの交付に係る申請書等 当該申請

書等に係る建築物等又は指定道路の敷地が存す

 法第７条の６第１項第１号（法第８７条の２

又は第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。）及び法第１８条第２４項

第１号（法第８７条の２又は第８８条第１項若

しくは第２項において準用する場合を含む。）

の規定による仮使用の認定、法第４２条第１項

第５号に規定する道路の位置の指定、指定を受

けた私道の変更及び廃止、法第４３条第１項に

規定する許可、法第８５条第５項に規定する仮

設建築物の許可並びに第２６条の２第２項に規

定する写しの交付に係る申請書等 当該申請書

等に係る建築物等又は指定道路の敷地が存する

区域を所管する建設事務所建築指導課 



る区域を所管する建設事務所建築指導課 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第１３号を次のように改める。 



様式第１３号（第１２条関係） 

道路位置指定申請図（指定・変更・廃止） ※ 道 路 の 位 置 の 指 定 ・ 変 更 ・ 廃 止 台 帳
縮

尺

付近見取図
告示年月日 年 月 指定年月 年 月 日

地 籍 図
告 示 番 号 さいたま市告示 番 号 第 号

構 造 図
公図の写し

申請に係る道路の土地
の 地 名 地 番

申請に係る
道路の概要

面積       m2

幅員  m 延長  m  うち、
転回広場の面積 

(       m2)

利用
地総
面積 

m2

申 請 者 住 所 ・ 氏 名 印
代 理 者 住 所 ・ 氏 名 印
図面作成者住所・氏名 印

承 諾 書 この図面のとおり道路の位置の指定(変更・廃止)を受けることを承諾します。 

地番 権利等別 地目 地積(m2)
関係権利者及び管理者の 

住所・氏名・承諾印 
承諾年月日 

印
印
印
印
印
印
印

備 考

(凡 例) 
方 位

主 要 出 入 口

井 戸

予 定 建 築 物

(用途記入のこと。) 

既 存 建 築 物

(用途記入のこと。) 

敷 地 界

地 番 界

市 町 村 界

都 市 計 画 路 線

既 存 道 路

申 請する道 路の位 置

(自動車転回広場を含

む。) 

指定された道路の位置及

び建築線(指定年月日及

び番号を記入のこと。) 

廃止される道路の位畳

予 定する道 路の位 置

擁 壁

高 圧 線

が け

水 路 及 び 土 揚 敷

注 

 １ 承諾書の「権利等別」欄には、申請に係る道路の土地の所有者及びその土地又はその土地の建築物若しくは

工作物について該当する権利並びに指定を受けようとする道を建築基準法施行令第１４４条の４第１項及び第

２項に規定する基準に適合するように管理する者の別をそれぞれ記入すること。 

 ２ 付近見取図、地籍図、道路構造図、自動車転回広場の構造図、公図の写し及び土地に高低差がある場合はそ

の断面図を記入すること。 

 ３ 申請に係る道路の幅員及び延長の単位はメートル、面積は平方メートルとすること。また、表示する数値は

小数点以下２位までとする。 

 ４ 地籍図中に地番を記入すること。 

 ５ 道路及び自動車転回広場の構造図には、側溝及び路面の構造を記入すること。 

 ６ 付近見取図と地籍図の方位は、一致させること。 

 ７ 隣接境界又は測量の基点から申請に係る道路までの距離を記入すること。 

 ８ ※欄には、記入しないこと。 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


